
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
四

項
及
び
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
軽
自
動
車
検
査
記
録
簿
へ
の
記
録
等
）

第
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式

の
軽
自
動
車
検
査
記
録
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位

置
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を

管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
委
任
す
る
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
自
動
車
検
査
記
録
簿
へ
の
記
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
。

（
臨
時
検
査
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
標
章
を
表
示
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
検
査
対
象
軽
自
動
車
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
検
査
対
象
外
軽
自

動
車
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
一
月
二
四
日
政
令
第
三
三
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
二
日
政
令
第
二
九
七
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


